
解体工事を行う際は
事前の手続きが必要です

■その他の注意事項■
〇分別解体は現地で行う必要があります
〇工事現場には標識掲示を行う必要があります
〇関係法令を遵守してください
例）保健所関係：廃棄物処理法、大気汚染防止法

労働基準監督署関係：労働安全衛生法 など

配布用2021.10

①解体工事を請け負うことができる事業者の条件

• 建設業法の許可(建築工事業、土木工事業、解体工事業)もしくは
建設リサイクル法の解体工事業の登録が必要です。【裏面1、2】

• 許可や登録のない事業者は解体工事を請け負うことはできません。

②解体工事に着手する前の届出(その１)

③解体工事に着手する前の届出(その２)

• 解体部分の床面積が８０㎡(約24.3坪)以上の場合は、建設リサイ
クル法に基づき、施主(発注者)が７日前までに届出をしてくださ
い。【裏面3】

• また届出を行う前に事業者(元請け業者)は、発注者に対して書面
により工事の内容等を説明する必要があります。【裏面4】

• 解体部分の床面積が１０㎡を超える場合、事業者(施工者)はあら
かじめ建築基準法に基づく届出をしてください。【裏面5】

(問合せ先)東牟婁振興局串本建設部☎０７３５-６２-０７５５



【裏面】手続き等について(和歌山県のHPより)

１)建設業の許可ー建設業法
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/kyoka/index.html

２)解体工事業の登録ー建設リサイクル法
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/kaitaikoujigyo.html

３) 届出書様式ー建設リサイクル法(様式第１号ほか)
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/recycle/d00206728.html

４)説明書様式ー建設リサイクル法 (参考様式説明書ほか)
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/recycle/d00206728.html

５)除却届様式ー建築基準法 (第四十一号様式)
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/080800/jyutaku-
shinseisho/d00154976_d/fil/a_17_r3.doc

〇お近くの振興局建設部、建設業許可担当窓口へご相談下さい
(建設業法第3条関連)

〇お近くの振興局建設部、建設リサイクル法解体工事業登録担
当窓口へご相談下さい

(建設リサイクル法第21条関連)

〇工事箇所を所管する振興局建設部、建設リサイクル法担当課
へ提出してください

(建設リサイクル法第10条関連)

〇工事箇所の市町村へ提出してください
(建築基準法第15条1項関連)

〇元請け業者から発注者に対して書面で説明してください
(建設リサイクル法第12条関連)

(問合せ先)東牟婁振興局串本建設部☎０７３５-６２-０７５５
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